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１ 介護職員処遇改善⽀援補助⾦（令和６年２〜５⽉）

【制度の概要】
・令和６年２〜５⽉分まで、介護サービス事業所・施設等に対し、従来の介護報酬上の
処遇改善加算等に加え、全額を介護職員等の賃上げに使うことを要件とした補助⾦を創設

・制度概要は、介護最新情報Vol.1202及びリーフレットを参照してください。
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１ 介護職員処遇改善⽀援補助⾦（令和６年２〜５⽉）

【制度の概要】
・補助⾦の申請と⽀払いまでの流れ

（１）法人 → 広島県庁 （提出期限：令和６年４⽉１５日）
・所在地に関わらず、すべての事業所が広島県庁へ提出
・計画書を作成し、メールにより所定の提出先へ提出
・法人ごとに、広島県内の事業所を取りまとめて提出

（２）審査
・計画書の審査
・介護報酬額（令和６年２⽉〜５⽉）を基に、補助⾦の額を算定

（３）広島県 → 法人（令和６年６⽉以降、随時）
・介護報酬額を基に補助⾦額を確定し、６⽉末以降補助⾦の⽀払いを開始
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１ 介護職員処遇改善⽀援補助⾦（令和６年２〜５⽉）

【計画書の作成（作成順序）】
・基本情報入力シート
→様式２−２
→様式２−１
→様式２−３ の順に作成してください。
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１ 介護職員処遇改善⽀援補助⾦（令和６年２〜５⽉）

【計画書の作成（基本情報入力シート）】
・「２ 基本情報」
→⻩⾊いセルに直接入力

・「３ 補助⾦の対象事業に関する情報」
→広島県内の事業所のみ記載
→補助⾦の交付対象事業所のみ記載
→所在地、サービス名は選択式です
→要件確認欄（オレンジ⾊セル）に「〇」があることを確認

・今後、補助⾦に関連する連絡はメールにより行います。
メールアドレスは必ず記載してください。 7



１ 介護職員処遇改善⽀援補助⾦（令和６年２〜５⽉）

【計画書の作成（様式２−２）】
・基本情報入力シートに記載した事業所が転記されます。
・ベースアップ加算等加算の算定の有無を記載してください。
・算定期間は、原則として令和６年２⽉〜 です。
※令和６年３⽉以降、新規開設する場合は、開始⽉を変更してください
既存施設のうち、令和６年４⽉１日からベースアップ等加算を算定する場合も、
補助⾦は令和６年２⽉から算定可能（申請可能）です。

・介護報酬の受取を他法人へ委任している場合、右欄「債権譲渡の有無」に「〇」
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１ 介護職員処遇改善⽀援補助⾦（令和６年２〜５⽉）

【計画書の作成（様式２−１）】
「２ 賃⾦改善計画について」
・この補助⾦を活用して行う賃⾦改善見込み額を記入
右側オレンジ⾊セルが「〇」になっていることを確認

「３ 補助⾦以外の部分で賃⾦水準を引き下げないことについて」
・チェックボックスに「✓」を記載してください
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１ 介護職員処遇改善⽀援補助⾦（令和６年２〜５⽉）

【計画書の作成（様式２−１）】
「４ 賃⾦改善を行う賃⾦項目及び方法」
・①賃⾦改善を行う給与の種類として、「ベースアップ等」と「上記以外」のそれぞれに
ついて、１つ以上選択

・②具体的な取り組み内容、③ベースアップの実施予定のそれぞれにチェックを入力
・右上のオレンジ⾊セルに「〇」がついていることを確認
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１ 介護職員処遇改善⽀援補助⾦（令和６年２〜５⽉）

【計画書の作成（様式２−１）】
「５ 要件を満たすことの確認・誓約等」
・必ず、すべての項目にチェック又は記入が必要です
・右上のオレンジ⾊セルに「〇」がついていることを確認
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１ 介護職員処遇改善⽀援補助⾦（令和６年２〜５⽉）

【計画書の作成（様式２−３・⼝座振替依頼書）】
・必ず、すべての法人が作成してください。
・この補助⾦は法人ごとに補助⾦を一括して⽀払う予定です。
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１ 介護職員処遇改善⽀援補助⾦（令和６年２〜５⽉）

【様式のダウンロード方法】
・広島県ホームページに掲載

【提出方法】
・メールにより提出
※計画書は、PDF変換しないでください。

・令和６年４⽉１日以降速やかに、提出先メールアドレスを通知します。

【提出期限】
・令和６年４⽉１５日
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２ 令和６年度介護職員等処遇改善加算（計画書・体制届）

15

提出物令和７年４⽉〜令和６年６⽉〜令和６年
４〜５⽉

〜令和６年
３⽉

【期限：R6.4.15】R6年度処遇改善加算計画書
【期限：R6.4.15】体制届提出（R6.6.1異動分）同左Ⅰ〜Ⅳ（新加算）

処遇改善加算
算定あり

処遇改善加算
算定あり

【期限：R6.4.15】R6年度処遇改善加算計画書
【期限：R6.4.15】体制届提出（R6.6.1異動分）
【期限：R7.3頃】体制届提出（R7.4.1異動分）

Ⅰ〜Ⅳ（新加算）

Ⅴ１〜１４
（旧加算） 同上なし

同上Ⅰ〜Ⅳ（新加算）

処遇改善加算
算定なし

【期限：R6.4.15】R6年度処遇改善加算計画書
【期限：R6.4.15】体制届提出（R6.4.1異動分）
【期限：R6.4.15】体制届提出（R6.6.1異動分）

同左Ⅰ〜Ⅳ（新加算）

【期限：R7.3頃】体制届提出（R7.4.1異動分）Ⅰ〜Ⅳ（新加算）
なしなし

なし



２ 令和６年度介護職員等処遇改善加算（計画書・体制届）

計画書・体制届の提出期限

（１）介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書（令和６年度）
提出期限：令和６年４⽉15日

（２）体制届
提出期限：令和６年4⽉15日（令和６年６⽉１日異動分も含む）
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